
報 第 ５ 号  

 

専 決 処 分 報 告 に つ い て  

（ 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 ）  

 

 本 市 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 制 定 に つ い て 、 別 紙 の と お り 専

決 処 分 し た の で 、 報 告 す る 。  

 令 和 ４ 年 （ ２ ０ ２ ２ 年 ） ５ 月 ２ ０ 日 提 出  

 

柏 崎 市 長  櫻  井  雅  浩     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2



専 第 ５ 号  

 

税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 制 定 に つ い て  

 

本 市 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 下 記 の と お り 制 定 す る も の と す

る 。  

以 上 地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 １ ８ ０ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 専 決 処 分 す る 。  

令 和 ４ 年 （ ２ ０ ２ ２ 年 ） ３ 月 ３ １ 日  

 

       柏 崎 市 長  櫻  井  雅  浩     

 

 

 

記  

新 潟 県 柏 崎 市 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

新 潟 県 柏 崎 市 税 条 例 （ 昭 和 ３ ５ 年 条 例 第 １ ０ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。  

第 ２ ２ 条 の ６ 第 １ 項 第 ５ 号 中 「 （ 所 得 税 法 施 行 令 の 一 部 を 改 正 す る

政 令 （ 平 成 ２ ０ 年 政 令 第 １ ５ ５ 号 ） 附 則 第 １ ３ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り

な お そ の 効 力 を 有 す る も の と さ れ る 改 正 前 の 所 得 税 法 施 行 令 第 ２ １ ７

条 第 １ 項 第 ２ 号 及 び 第 ３ 号 に 規 定 す る 民 法 法 人 を 含 む 。 ） 」 を 削 る 。  

第 ３ ７ 条 第 ９ 項 中 「 第 ３ ２ １ 条 の ８ 第 ６ ０ 項 」 を 「 第 ３ ２ １ 条 の ８

第 ６ ２ 項 」 に 、 「 同 条 第 ６ ０ 項 」 を 「 同 条 第 ６ ２ 項 」 に 改 め 、 同 条 第

１ ５ 項 中 「 第 ３ ２ １ 条 の ８ 第 ６ ９ 項 」 を 「 第 ３ ２ １ 条 の ８ 第 ７ １ 項 」

に 改 め る 。  

第 ６ １ 条 の ２ 第 １ 項 中 「 固 定 資 産 課 税 台 帳 」 の 次 に 「 （ 同 条 第 １ 項

た だ し 書 の 規 定 に よ る 措 置 を 講 じ た も の を 含 む 。 ） 」 を 加 え る 。  

第 ６ １ 条 の ３ 第 １ 項 中 「 事 項 の 証 明 書 」 の 次 に 「 （ 同 条 た だ し 書 の

規 定 に よ る 措 置 を 講 じ た も の を 含 む 。 ） 」 を 加 え る 。  

附 則 第 ９ 条 の ２ 第 ２ 項 中 「 ４ 分 の ３ 」 を 「 ５ 分 の ４ 」 に 改 め 、 同 条

第 ３ 項 中 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ３ 項 」 を 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ２ 項 」 に 改
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め 、 同 条 第 ４ 項 中 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ４ 項 第 １ 号 」 を 「 附 則 第 １ ５ 条

第 ２ ３ 項 第 １ 号 」 に 改 め 、 同 条 第 ５ 項 中 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ４ 項 第 ２

号 」 を 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ３ 項 第 ２ 号 」 に 改 め 、 同 条 第 ６ 項 中 「 附 則

第 １ ５ 条 第 ２ ４ 項 第 ３ 号 」 を 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ３ 項 第 ３ 号 」 に 改 め 、

同 条 第 ７ 項 中 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ５ 項 第 １ 号 」 を 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２

４ 項 第 １ 号 」 に 改 め 、 同 条 第 ８ 項 中 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ５ 項 第 ２ 号 」

を 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ４ 項 第 ２ 号 」 に 改 め 、 同 条 第 ９ 項 中 「 附 則 第 １

５ 条 第 ２ ７ 項 第 １ 号 イ 」 を 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ６ 項 第 １ 号 イ 」 に 改 め 、

同 条 第 １ ０ 項 中 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ７ 項 第 １ 号 ロ 」 を 「 附 則 第 １ ５ 条

第 ２ ６ 項 第 １ 号 ロ 」 に 改 め 、 同 条 第 １ １ 項 中 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ７ 項

第 １ 号 ハ 」 を 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ６ 項 第 １ 号 ハ 」 に 改 め 、 同 条 第 １ ２

項 中 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ７ 項 第 １ 号 ニ 」 を 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ６ 項 第

１ 号 ニ 」 に 改 め 、 同 条 第 １ ３ 項 中 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ７ 項 第 ２ 号 イ 」

を 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ６ 項 第 ２ 号 イ 」 に 改 め 、 同 条 第 １ ４ 項 中 「 附 則

第 １ ５ 条 第 ２ ７ 項 第 ２ 号 ロ 」 を 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ６ 項 第 ２ 号 ロ 」 に

改 め 、 同 条 第 １ ５ 項 中 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ７ 項 第 ２ 号 ハ 」 を 「 附 則 第

１ ５ 条 第 ２ ６ 項 第 ２ 号 ハ 」 に 改 め 、 同 条 第 １ ６ 項 中 「 附 則 第 １ ５ 条 第

２ ７ 項 第 ３ 号 イ 」 を 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ６ 項 第 ３ 号 イ 」 に 改 め 、 同 条

第 １ ７ 項 中 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ７ 項 第 ３ 号 ロ 」 を 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２

６ 項 第 ３ 号 ロ 」 に 改 め 、 同 条 第 １ ８ 項 中 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ７ 項 第 ３

号 ハ 」 を 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ６ 項 第 ３ 号 ハ 」 に 改 め 、 同 条 第 １ ９ 項 中

「 附 則 第 １ ５ 条 第 ３ ０ 項 」 を 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ９ 項 」 に 改 め 、 同 条

第 ２ ０ 項 中 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ３ ４ 項 」 を 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ３ ３ 項 」 に

改 め 、 同 条 第 ２ １ 項 中 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ３ ５ 項 」 を 「 附 則 第 １ ５ 条 第

３ ４ 項 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ ２ 項 中 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ４ ２ 項 」 を 「 附 則

第 １ ５ 条 第 ３ ９ 項 」 に 、 「 ３ 分 の ２ 」 を 「 、 ３ 分 の ２ 」 に 改 め 、 同 条

中 第 ２ ４ 項 を 第 ２ ５ 項 と し 、 第 ２ ３ 項 を 第 ２ ４ 項 と し 、 第 ２ ２ 項 の 次

に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

２ ３  法 附 則 第 １ ５ 条 第 ４ ４ 項 に 規 定 す る 条 例 で 定 め る 割 合 は 、 ４ 分

の ３ と す る 。  

附 則 第 ９ 条 の ３ 第 ９ 項 中 「 熱 損 失 防 止 改 修 住 宅 」 を 「 熱 損 失 防 止 改

修 等 住 宅 」 に 、 「 熱 損 失 防 止 改 修 専 有 部 分 」 を 「 熱 損 失 防 止 改 修 等 専
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有 部 分 」 に 、 「 熱 損 失 防 止 改 修 工 事 」 を 「 熱 損 失 防 止 改 修 工 事 等 」 に

改 め 、 同 条 第 １ １ 項 中 「 特 定 熱 損 失 防 止 改 修 住 宅 又 は 」 を 「 特 定 熱 損

失 防 止 改 修 等 住 宅 又 は 」 に 、 「 特 定 熱 損 失 防 止 改 修 住 宅 専 有 部 分 」 を

「 特 定 熱 損 失 防 止 改 修 等 住 宅 専 有 部 分 」 に 、 「 熱 損 失 防 止 改 修 工 事 」

を 「 熱 損 失 防 止 改 修 工 事 等 」 に 改 め る 。  

附 則 第 １ １ 条 第 １ 項 中 「 １ ０ ０ 分 の ５ 」 の 次 に 「 （ 商 業 地 等 に 係 る

令 和 ４ 年 度 分 の 固 定 資 産 税 に あ っ て は 、 １ ０ ０ 分 の ２ ． ５ ） 」 を 加 え

る 。  

附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

第 ２ 条  別 段 の 定 め が あ る も の を 除 き 、 こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 新 潟

県 柏 崎 市 税 条 例 の 規 定 中 固 定 資 産 税 に 関 す る 部 分 は 、 令 和 ４ 年 度

以 後 の 年 度 分 の 固 定 資 産 税 に つ い て 適 用 し 、 令 和 ３ 年 度 分 ま で の

固 定 資 産 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

２  令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ４ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で の 間 に 取 得 さ れ た

地 方 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 ４ 年 法 律 第 １ 号 ） 第 １ 条

の 規 定 に よ る 改 正 前 の 地 方 税 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ２ ６ 号 ） 附

則 第 １ ５ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 施 設 又 は 設 備 に 対 し て 課 す る 固 定 資

産 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  
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。
）
を
、
法
第
76
2条

第
１
号
に
規
定
す
る
地
方
税
関
係
手
続
用
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用

し
、
か
つ
、
地
方
税
共
同
機
構
（
第
11
項
に
お
い
て
「
機
構
」
と
い
う
。
）
を
経
由
し
て
行
う
方
法

に
よ
り
市
長
に
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

９
 
法
第
32
1条

の
８
第
60
項
に
規
定
す
る
特
定
法
人
で
あ
る
内
国
法
人
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ

り
、
納
税
申
告
書
に
よ
り
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
法
人
の
市
民
税
の
申
告
に
つ
い
て
は
、
同
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
60
項
及
び
法
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
納
税
申
告
書
に

記
載
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
事
項
（
次
項
及
び
第
11
項
に
お
い
て
「
申
告
書
記
載
事
項
」
と
い

う
。
）
を
、
法
第
76
2条

第
１
号
に
規
定
す
る
地
方
税
関
係
手
続
用
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用

し
、
か
つ
、
地
方
税
共
同
機
構
（
第
11
項
に
お
い
て
「
機
構
」
と
い
う
。
）
を
経
由
し
て
行
う
方
法

に
よ
り
市
長
に
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

7



 

改
正
後
 

改
正
前
 

10
～
14
 
（
略
）
 

10
～
14
 
（
略
）
 

15
 
第
12
項
前
段
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
内
国
法
人
に
つ
き
、
法
第
32
1条

の
８
第
71
項
の
処

分
又
は
前
項
の
届
出
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
処
分
又
は
届
出
書
の
提
出
が
あ
っ
た

日
の
翌
日
以
後
の
第
12
項
前
段
の
期
間
内
に
行
う
第
９
項
の
申
告
に
つ
い
て
は
、
第
12
項
前
段
の
規

定
は
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
内
国
法
人
が
、
同
日
以
後
新
た
に
同
項
前
段
の
承
認
を
受
け
た

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

15
 
第
12
項
前
段
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
内
国
法
人
に
つ
き
、
法
第
32
1条

の
８
第
69
項
の
処

分
又
は
前
項
の
届
出
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
処
分
又
は
届
出
書
の
提
出
が
あ
っ
た

日
の
翌
日
以
後
の
第
12
項
前
段
の
期
間
内
に
行
う
第
９
項
の
申
告
に
つ
い
て
は
、
第
12
項
前
段
の
規

定
は
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
内
国
法
人
が
、
同
日
以
後
新
た
に
同
項
前
段
の
承
認
を
受
け
た

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

16
 
（
略
）
 

 

16
 
（
略
）
 

 

（
固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧
の
手
数
料
）
 

（
固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧
の
手
数
料
）
 

第
61
条
の
２
 
法
第
38
2条

の
２
に
規
定
す
る
固
定
資
産
課
税
台
帳
（
同
条
第
１
項
た
だ
し
書
の
規
定

に
よ
る
措
置
を
講
じ
た
も
の
を
含
む
。
）
の
閲
覧
の
手
数
料
は
、
１
回
に
つ
き
30
0円

と
す
る
。
た

だ
し
、
法
第
41
6条

第
３
項
又
は
第
41
9条

第
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
た
期
間
に
お
い
て
納
税
義

務
者
の
閲
覧
に
供
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
手
数
料
を
徴
し
な
い
。
 

第
61
条
の
２
 
法
第
38
2条

の
２
に
規
定
す
る
固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧
の
手
数
料
は
、
１
回
に
つ

き
30
0円

と
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
41
6条

第
３
項
又
は
第
41
9条

第
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
た

期
間
に
お
い
て
納
税
義
務
者
の
閲
覧
に
供
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
手
数
料
を
徴
し
な
い
。
 

２
 
（
略
）
 

 

２
 
（
略
）
 

 

（
固
定
資
産
課
税
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
の
証
明
書
の
交
付
手
数
料
）
 

（
固
定
資
産
課
税
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
の
証
明
書
の
交
付
手
数
料
）
 

第
61
条
の
３
 
法
第
38
2条

の
３
に
規
定
す
る
固
定
資
産
課
税
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
の
証
明

書
（
同
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
講
じ
た
も
の
を
含
む
。
）
の
交
付
手
数
料
は
、
証
明
書

１
枚
ご
と
に
30
0円

と
す
る
。
 

第
61
条
の
３
 
法
第
38
2条

の
３
に
規
定
す
る
固
定
資
産
課
税
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
の
証
明

書
の
交
付
手
数
料
は
、
証
明
書
１
枚
ご
と
に
30
0円

と
す
る
。
 

２
 
（
略
）
 

 

２
 
（
略
）
 

 

附
 
則
 

 

附
 
則
 

 

（
法
附
則
第
15
条
第
２
項
第
１
号
等
の
条
例
で
定
め
る
割
合
）
 

（
法
附
則
第
15
条
第
２
項
第
１
号
等
の
条
例
で
定
め
る
割
合
）
 

第
９
条
の
２
 
（
略
）
 

第
９
条
の
２
 
（
略
）
 

２
 
法
附
則
第
15
条
第
２
項
第
５
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
５
分
の
４
と
す
る
。
 

２
 
法
附
則
第
15
条
第
２
項
第
５
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
４
分
の
３
と
す
る
。
 

３
 
法
附
則
第
15
条
第
22
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。
 

３
 
法
附
則
第
15
条
第
23
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。
 

４
 
法
附
則
第
15
条
第
23
項
第
１
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
３
分
の
２
と
す
る
。
 

４
 
法
附
則
第
15
条
第
24
項
第
１
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
３
分
の
２
と
す
る
。
 

５
 
法
附
則
第
15
条
第
23
項
第
２
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。
 

５
 
法
附
則
第
15
条
第
24
項
第
２
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。
 

６
 
法
附
則
第
15
条
第
23
項
第
３
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。
 

６
 
法
附
則
第
15
条
第
24
項
第
３
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。
 

７
 
法
附
則
第
15
条
第
24
項
第
１
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
３
分
の
２
と
す
る
。
 

７
 
法
附
則
第
15
条
第
25
項
第
１
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
３
分
の
２
と
す
る
。
 

８
 
法
附
則
第
15
条
第
24
項
第
２
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。
 

８
 
法
附
則
第
15
条
第
25
項
第
２
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。
 

8



 

改
正
後
 

改
正
前
 

９
 
法
附
則
第
15
条
第
26
項
第
１
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る

割
合
は
、
３
分
の
２
と
す
る
。
 

９
 
法
附
則
第
15
条
第
27
項
第
１
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る

割
合
は
、
３
分
の
２
と
す
る
。
 

10
 
法
附
則
第
15
条
第
26
項
第
１
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る

割
合
は
、
３
分
の
２
と
す
る
。
 

10
 
法
附
則
第
15
条
第
27
項
第
１
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る

割
合
は
、
３
分
の
２
と
す
る
。
 

11
 
法
附
則
第
15
条
第
26
項
第
１
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る

割
合
は
、
３
分
の
２
と
す
る
。
 

11
 
法
附
則
第
15
条
第
27
項
第
１
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る

割
合
は
、
３
分
の
２
と
す
る
。
 

12
 
法
附
則
第
15
条
第
26
項
第
１
号
ニ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る

割
合
は
、
３
分
の
２
と
す
る
。
 

12
 
法
附
則
第
15
条
第
27
項
第
１
号
ニ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る

割
合
は
、
３
分
の
２
と
す
る
。
 

13
 
法
附
則
第
15
条
第
26
項
第
２
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る

割
合
は
、
４
分
の
３
と
す
る
。
 

13
 
法
附
則
第
15
条
第
27
項
第
２
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る

割
合
は
、
４
分
の
３
と
す
る
。
 

14
 
法
附
則
第
15
条
第
26
項
第
２
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る

割
合
は
、
４
分
の
３
と
す
る
。
 

14
 
法
附
則
第
15
条
第
27
項
第
２
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る

割
合
は
、
４
分
の
３
と
す
る
。
 

15
 
法
附
則
第
15
条
第
26
項
第
２
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る

割
合
は
４
分
の
３
と
す
る
。
 

15
 
法
附
則
第
15
条
第
27
項
第
２
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る

割
合
は
４
分
の
３
と
す
る
。
 

16
 
法
附
則
第
15
条
第
26
項
第
３
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る

割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。
 

16
 
法
附
則
第
15
条
第
27
項
第
３
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る

割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。
 

17
 
法
附
則
第
15
条
第
26
項
第
３
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る

割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。
 

17
 
法
附
則
第
15
条
第
27
項
第
３
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る

割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。
 

18
 
法
附
則
第
15
条
第
26
項
第
３
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る

割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。
 

18
 
法
附
則
第
15
条
第
27
項
第
３
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る

割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。
 

19
 
法
附
則
第
15
条
第
29
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
３
分
の
２
と
す
る
。
 

19
 
法
附
則
第
15
条
第
30
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
３
分
の
２
と
す
る
。
 

20
 
法
附
則
第
15
条
第
33
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。
 

20
 
法
附
則
第
15
条
第
34
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。
 

21
 
法
附
則
第
15
条
第
34
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
３
分
の
２
と
す
る
。
 

21
 
法
附
則
第
15
条
第
35
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
３
分
の
２
と
す
る
。
 

22
 
法
附
則
第
15
条
第
39
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
３
分
の
２
と
す
る
。
 

22
 
法
附
則
第
15
条
第
42
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

23
 
法
附
則
第
15
条
第
44
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
４
分
の
３
と
す
る
。
 

 

24
 
（
略
）
 

23
 
（
略
）
 

25
 
（
略
）
 

 

24
 
（
略
）
 

 

（
新
築
住
宅
等
に
対
す
る
固
定
資
産
税
の
減
額
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
す
べ
き
申

告
）
 

（
新
築
住
宅
等
に
対
す
る
固
定
資
産
税
の
減
額
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
す
べ
き
申

告
）
 

第
９
条
の
３
 
（
略
）
 

第
９
条
の
３
 
（
略
）
 

２
～
８
 
（
略
）
 

２
～
８
 
（
略
）
 

9



 

改
正
後
 

改
正
前
 

９
 
法
附
則
第
15
条
の
９
第
９
項
の
熱
損
失
防
止
改
修
等
住
宅
又
は
同
条
第
10
項
の
熱
損
失
防
止
改
修

等
専
有
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
条
第
９
項
に
規
定

す
る
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

申
告
書
に
法
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第
９
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

９
 
法
附
則
第
15
条
の
９
第
９
項
の
熱
損
失
防
止
改
修
住
宅
又
は
同
条
第
10
項
の
熱
損
失
防
止
改
修
専

有
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
条
第
９
項
に
規
定
す
る

熱
損
失
防
止
改
修
工
事
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書

に
法
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第
９
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

(１
)～

(３
) 

（
略
）
 

(１
)～

(３
) 

（
略
）
 

(４
) 

熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
が
完
了
し
た
年
月
日
 

(４
) 

熱
損
失
防
止
改
修
工
事
が
完
了
し
た
年
月
日
 

(５
) 

熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
に
要
し
た
費
用
及
び
令
附
則
第
12
条
第
31
項
に
規
定
す
る
補
助
金

等
 

(５
) 

熱
損
失
防
止
改
修
工
事
に
要
し
た
費
用
及
び
令
附
則
第
12
条
第
31
項
に
規
定
す
る
補
助
金
等
 

(６
) 

熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
を
経
過
し
た
後
に
申
告
書
を
提
出
す
る

場
合
に
は
、
３
月
以
内
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
理
由
 

(６
) 

熱
損
失
防
止
改
修
工
事
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
を
経
過
し
た
後
に
申
告
書
を
提
出
す
る
場

合
に
は
、
３
月
以
内
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
理
由
 

10
 
（
略
）
 

10
 
（
略
）
 

11
 
法
附
則
第
15
条
の
９
の
２
第
４
項
に
規
定
す
る
特
定
熱
損
失
防
止
改
修
等
住
宅
又
は
同
条
第
５
項

に
規
定
す
る
特
定
熱
損
失
防
止
改
修
等
住
宅
専
有
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
は
、
法
附
則
第
15
条
の
９
第
９
項
に
規
定
す
る
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
が
完
了
し

た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
法
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第
11

項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

11
 
法
附
則
第
15
条
の
９
の
２
第
４
項
に
規
定
す
る
特
定
熱
損
失
防
止
改
修
住
宅
又
は
同
条
第
５
項
に

規
定
す
る
特
定
熱
損
失
防
止
改
修
住
宅
専
有
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
は
、
法
附
則
第
15
条
の
９
第
９
項
に
規
定
す
る
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
が
完
了
し
た
日
か

ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
法
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第
11
項
各
号

に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(１
)～

(３
) 

（
略
）
 

(１
)～

(３
) 

（
略
）
 

(４
) 

熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
が
完
了
し
た
年
月
日
 

(４
) 

熱
損
失
防
止
改
修
工
事
が
完
了
し
た
年
月
日
 

(５
) 

熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
に
要
し
た
費
用
及
び
令
附
則
第
12
条
第
31
項
に
規
定
す
る
補
助
金

等
 

(５
) 

熱
損
失
防
止
改
修
工
事
に
要
し
た
費
用
及
び
令
附
則
第
12
条
第
31
項
に
規
定
す
る
補
助
金
等
 

(６
) 

熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
を
経
過
し
た
後
に
申
告
書
を
提
出
す
る

場
合
に
は
、
３
月
以
内
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
理
由
 

(６
) 

熱
損
失
防
止
改
修
工
事
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
を
経
過
し
た
後
に
申
告
書
を
提
出
す
る
場

合
に
は
、
３
月
以
内
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
理
由
 

12
・
13
 
（
略
）
 

 

12
・
13
 
（
略
）
 

 

（
宅
地
等
に
対
し
て
課
す
る
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
特

例
）
 

（
宅
地
等
に
対
し
て
課
す
る
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
特

例
）
 

第
11
条
 
宅
地
等
に
係
る
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
額
は
、

当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
額
が
、
当
該
宅
地
等
の
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産

税
に
係
る
前
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
に
、
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定

資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
（
当
該
宅
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法

第
34
9条

の
３
の
２
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
価
格
に
同
条
に
定
め

第
11
条
 
宅
地
等
に
係
る
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
額
は
、

当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
額
が
、
当
該
宅
地
等
の
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産

税
に
係
る
前
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
に
、
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定

資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
（
当
該
宅
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法

第
34
9条

の
３
の
２
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
価
格
に
同
条
に
定
め

10



 

改
正
後
 

改
正
前
 

る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
10
0分

の
５
（
商
業
地
等
に
係
る
令

和
４
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
あ
っ
て
は
、
10
0分

の
2.
5）

を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
（
令

和
３
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
あ
っ
て
は
、
前
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
）
（
当
該
宅

地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第
34
9条

の
３
又
は
附
則
第
15
条
若
し
く
は
第
15

条
の
３
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率

を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き

額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
固
定
資
産
税
額
（
以
下
「
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
」
と
い
う
。
）
を

超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
と
す
る
。
 

る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
10
0分

の
５
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加

算
し
た
額
（
令
和
３
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
あ
っ
て
は
、
前
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準

額
）
（
当
該
宅
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第
34
9条

の
３
又
は
附
則
第
15
条

若
し
く
は
第
15
条
の
３
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規

定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標

準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
固
定
資
産
税
額
（
以
下
「
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
」

と
い
う
。
）
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
と
す
る
。
 

２
～
５
 
（
略
）
 

 

２
～
５
 
（
略
）
 

 

 

11


